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① 令和6年分確定申告のe-Tax利用状況
　所得税等の確定申告書の申告人員2,339万人のうち、
e-Tax を利用して提出した方は1,732万人でした。約74％
（4人中3人）の方がe-Taxで申告していたことになります。
　また、ご自宅からe-Taxで申告した方の約半数はスマート
フォンで申告しています。マイナポータル連携やアプリの使
いやすさが利用拡大につながった要因の1つと思われます。

② 日本版記入済み確定申告書
（書かない確定申告書） 
　確定申告に必要なデータをマイナポータル経由で一括取
得し、確定申告書の該当項目に自動入力する機能を「マイナ
ポータル連携」といいます。この機能を利用すれば、ほとんど
の項目が記入済みとなり、納税者の作業は大幅に軽減され
ます。

4人中3人はe-Taxで申告しています1

　令和7年分所得税確定申告では、申告手続の電子化がさらに進んでいます。マイナ
ポータルとの連携機能が強化され、スマートフォンだけで申告が完結する仕組みも拡充
されており、これまで以上に手軽に申告できるようになりました。
　一方で、令和7年分から適用される税制改正には注意が必要です。申告書様式の変更、
住宅ローン控除の方式変更、通勤手当の非課税額引上げなど、実務上気を付けたい点
がいくつかあります。

　マイナンバーカード及び電子証明書の有効
期限が過ぎた場合、e-Taxの利用ができません。
　マイナンバーカードの有効期限は、カード発
行から10回目の誕生日までですが、 電子証明
書の有効期限は、電子証明書の発行から5回
目の誕生日までとなっています。電子証明書の
更新手続きは、有効期限の3か月前から住所地
の市町村窓口で行うことができます。

③ スマホ用電子証明書が拡充されました
　マイナンバーカードをスマートフォンで利用できるサービス
です。マイナポータルアプリからマイナンバーカードを使って
端末に電子証明書を搭載することができます。
　Android端末に加え、2025年6月24日からはiPhoneで
も利用が可能になりました。iPhoneでは、Appleウォレット
に追加して利用します。

④ 申告書はコンビニで印刷できます
　スマートフォンで申告書を提出した後、控えを印刷したい
場合は、プリントサービスを利用してコンビニのマルチコピー
機で印刷することができます。また、2025年10月からは、
白紙の申告書・申請書・届出書等をコンビニのマルチコピー
機で印刷するサービスも始まっています。
（注1） 利用できない店舗がありますので、国税庁ホームページでご確認ください。
（注2） 印刷にはコピー代がかかります。
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※掲載の図版は国税庁HPより引用しています

① 「特定親族特別控除」の創設に伴う様式の変更
　「特定親族特別控除」は、令和7年から新たに設けられた制度です。「特定親族」とは、所得者と生計を一にする年齢19歳以
上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいい、「特定親族」を扶養する親は最大63万円の控除
を受けることができます。

税制改正に伴う注意点2

　通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与
所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げら
れました。この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和
7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用
されます。

通勤手当の非課税限度額の引上げに伴う対応3

② 住宅ローン控除 「証明書方式」から「調書方式」に
　本年の年末調整から、住宅ローン控除の手続に「調書方式」が初めて導入されます。従来は、金融機関から紙で証明書が交
付（証明書方式）されていましたが、令和6年1月以降に住宅に居住した方には、マイナポータルを通じて国税庁から「住宅取得
資金に係る借入金等の年末残高等調書」が交付されます（調書方式）。
※令和5年12月末までに居住した方やシステム未対応の金融機関から借入している方は、証明書方式となります。

所得税確定申告書様式の変更点

給与所得の源泉徴収票の変更点 源泉徴収簿の記載例

 
   XXX,XXX 

　改正前に既に支払われた通勤手当について、改正後の
非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合、
通常は年末調整で精算されますが、年の中途で退職した方
は確定申告で精算します。

⑴ マイナポータルアプリの「e-Taxからの情報取得希望」を行います。
⑵ e-Taxホームページにログインし、メッセージボックスに「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等
情報」が届いているか確認します。上記⑴を2月16日までに行った場合は、概ね3日程度で情報が届き
ますが、2月17日以降は情報が届くまで5日前後かかります。早めに準備しておくことが必要です。

《確認方法》

第1表 第2表


